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１ 労働条件の明示  

労働者を雇用する際には、賃金、労働時間その他労働条件を原則書面（雇用契約書や労働条件通

知書など）により明示してください。常勤・非常勤（登録ヘルパー含む）を問わず、労働条件の明示は

必要です。 

また、期間に定めのある労働契約を締結する場合、更新の有無と更新する場合の基準を記載して

ください。また、就業規則等と不整合が生じないように（特に就業規則より不利な条件とならないよ

うに）注意してください。 

必ず明示しなけ

ればならない事

項（書面の交付

等が必須） 

①労働契約の期間 

②有期労働契約を更新する場合の基準 

③就業の場所・従事する業務の内容 

④始業・終業時間、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、

交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項 

⑤賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項 

⑥退職に関する事項（解雇の事由を含む） 

～パートタイム労働者の場合～ 

❶昇給の有無、❷退職手当の有無、❸賞与の有無、❹相談窓口（相談担当者の

氏名、役職、相談部署等） 

（その他） ⑦昇給に関する事項 

定めをした場合

に明示が必要 

⑧退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払い

の方法、支払の時期に関する事項、⑨臨時に支払われる賃金・賞与などに関す

る事項、⑩労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項、⑪安全衛

生に関する事項、⑫職業訓練に関する事項、⑬災害補償、業務外の傷病扶助に

関する事項、⑭表彰、制裁に関する事項、⑮休職に関する事項 

 

労働基準法のポイント－第１５条  

１ 使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他労働条件を書面などで明示しな

ければなりません。 

２ 明示された労働条件と事実が相違している場合には、労働者は即時に労働契約を解除する

ことができます。 

３ ２の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から１４日以内に帰郷す

る場合には、使用者は必要な旅費を負担しなければなりません。 

 

☆★よくある指摘事項★☆ ～実地指導より～ 

・就業規則の規定と労働条件通知書の記載事項に齟齬が見られた。 

・絶対的明示事項が明示されていなかった。 

・就業規則を周知していないため、労働条件通知書の記載事項のみでは明示が不十分であった。 

・有期労働契約職員に対し、更新の有無及び更新の条件を明示していなかった。 

・労働条件が変更されているにもかかわらず、辞令等で労働条件の再交付がなされていなかった。 
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～～労働基準監督署より『ワンポイント・アドバイス』～～ 

 労働基準法では、「労働契約の締結に際し」労働条件を書面等の交付により明示することとされていますの

で、有期雇用契約の更新の場合も、忘れずに労働条件の明示を行いましょう。 

 また、労働条件の変更の際も、労使間の争いごとを防止するために、変更内容を書面等の交付により明ら

かにしておくといいでしょう。 

 なお、労働条件の不利益変更を労働者の同意なく行うことは、基本的に許されていない（労働契約法第８

条）ので、留意してください。 
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２ 就業規則  

常時１０人以上の労働者を使用している使用者は、就業規則を作成し、労働者の過半数を代表する

者の意見を添えて、労働基準監督署長に届け出なければなりません。また、就業規則及びそれに付随

する規程（給与規程、育児・介護休業等に関する規程等）についても一連のものとして労働基準監督

署へ届け出る必要があります。 

就業規則の内容は、法令等に反してはなりませんが、厚生労働省やほかの法人等のひな型を模倣

するのではなく、事業所の実態に即したオリジナリティのあるものにすべきと考えます。 

就業規則はいわば職場のルールブックです。法人（事業所）が将来的に抱えるかもしれないリスク

の軽減につながるとともに、労働者が働きやすい職場環境づくりの土台となるものと位置付け作成

してください。労働者が１０人以下の事業所等においても就業規則の作成を検討されることをお勧め

します。 

 

労働基準法のポイント－第８９条、第９０条、第９２条  

常時１０人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、事業場に労働者の

過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合

は労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄労働基準監督署長に届け出なければな

りません。また、就業規則を変更した場合も同様です。 

 

☆★よくある指摘事項★☆ ～実地指導より～ 

・就業規則が関係する規程等とともに労働基準監督署へ届け出されていなかった。 

・就業規則が事業所の実態に即していなかった。 

・就業規則の作成が社会保険労務士任せで、法人の代表者や管理者が内容を理解していなかった。 

・１０人以下の事業所のため就業規則を作成しておらず、労働者間のトラブルに対応できなかった。 

・就業規則が労働者に十分周知されておらず、結果的に労働条件の明示が十分ではなかった。 

・就業規則に記載のある規程等が実際には作成されていなかった。 

・給与規程等に規定されている手当等が実際は支給されていなかった。 

・育児・介護休業等の対象者を限定する規定があるにもかかわらず、協定が未締結であった。 

 

～～労働基準監督署より『ワンポイント・アドバイス』～～ 

 労働者の非違行為に対する懲戒処分は、就業規則等にあらかじめ非違行為の類型とそれに対する懲戒処

分（例えば、始末書の徴取、降格や懲戒解雇）が明示されていない場合、基本的に行うことはできません。 

 労働者の人数にかかわらず、会社のルールとして就業規則を作成しておくことが、会社における労働者の

非違行為の防止につながるのではないでしょうか。 
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３ 時間外労働・休日労働に関する協定（３６協定）  

労働時間を延長して労働させる場合には、時間外労働・休日労働に関する労使協定（３６協定）を締

結し、労働基準監督署長に届け出る必要があります。基本的に３６協定の有効期間は１年となります

ので、忘れずに更新してください。また、時間外労働をさせる事由については具体的に定めなければ

なりません。（「業務上やむを得ない場合」などは不適切） 

 

労働基準法のポイント－第３６条  

時間外または休日に労働させる場合には、労働者の過半数で組織する労働組合があるときは

その労働組合、そのような労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者と書面による労

使協定（３６協定）を締結し、事前に所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。 

 

☆★よくある指摘事項★☆ ～実地指導より～ 

・３６協定を締結することなく、労働者に時間外労働・休日労働を行わせていた。 

・有効期間が経過しているにもかかわらず、更新の手続きを怠っていた。 

・時間外労働をさせる必要がある具体的事由が実態に即していなかった。 

 

～～労働基準監督署より『ワンポイント・アドバイス』～～ 

 ３６協定を締結しただけでは、労働者に時間外・休日労働を行わせることはできません。必ず、時間外・休

日労働を行わせる前に、協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出てください（届出が効力発生要件

となっています）。 

 また、３６協定を締結・届出したからといって、必ず時間外・休日労働を行わせなければならないものでもあ

りませんので、各事業場で時短に取り組んでください。 
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４ 年次有給休暇  

労働者（パートタイム労働者を含む。）は、雇入れの日から起算して６か月間継続勤務し、全所定労

働日の８割以上出勤した場合は、年次有給休暇を与えなければなりません。労働者の年次有給休暇

の付与日数等を適切に把握し管理してください。 

また、従業者の年次有給休暇の取得を促進させるためにも、休暇取得に至る流れ（休暇取得願⇒

決裁⇒残日数等の管理）を確立し、休暇が取得しやすい環境の整備に努めてください。 

継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5～ 

週 30時間以上 常勤職員 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 

週３０時間未満 

週４日 169～216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日 

週３日 121～168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日 

週２日  73～120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日 

週１日  48～ 72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日 

 

労働基準法のポイント－第３９条  

年次有給休暇は、雇入れの日から起算して６か月間継続勤務し、全所定労働日の８割以上出 

勤した労働者に対して最低１０日を与えなければなりません。いわゆるパートタイム労働者に 

ついても、原則として同様に扱うことが必要です。 

 

☆★よくある指摘事項★☆ ～実地指導より～ 

・年次有給休暇管理簿が作成されておらず、休暇を与えた時季、日数、基準日等の管理ができていな

かった。 

・年次有給休暇を年１０日以上付与されている職員に対し、付与日から１年以内に年次有給休暇を５

日以上取得させていなかった。また、取得促進の取組がなされていなかった。 

・各職員に対し、年次有給休暇の残日数等を周知していなかった。 

 

～～労働基準監督署より『ワンポイント・アドバイス』～～ 

 退職間際の労働者が、未取得の年次有給休暇をすべて取得したいと申し出を受けて困ったことはありませ

んか？ 

 このような場合、事業場はその申し出を断ることは基本的にできません。 

 働き方改革関連法でも、年５日の年休取得が定められたところですので、定期的な年次有給休暇の取得に

向けた「マンスリー休暇」や「記念日休暇」の導入を考えてみてはいかがでしょうか。 
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５ 労働者名簿及び賃金台帳  

事業所ごとに労働者名簿や賃金台帳を調製し、３年間保存する必要があります。 

労働者名簿、賃金台帳共に、様式に定めはありませんが、以下の記載事項については必ず記入し、

労働者名簿に関しては記載事項に変更があれば、賃金台帳に関しては賃金の支払いの都度、遅滞な

く労働者ごとに訂正・記入してください。 

 必要記載事項 

労働者名簿 ①労働者の氏名、②生年月日、③履歴、④性別、⑤住所、⑥従事する業務の種類、 

⑦雇入れの年月日、⑧退職年月日及びその事由（解雇の場合はその理由）、⑨死

亡の年月日及びその原因 

賃金台帳 ①賃金計算の基礎となる事項、②賃金の額、③氏名、④性別、⑤賃金計算期間、 

⑥労働日数、⑦労働時間数、⑧時間外労働、休日労働及び深夜労働の労働時間

数、⑨基本給、手当その他の賃金の種類ごとにその金額、⑩労使協定により賃金

の一部を控除した場合はその金額 

 

労働基準法のポイント－第１０７条～第１０９条  

労働者名簿は、事業場ごとに各労働者（日々雇い入れられる者を除く。）について調製しなけ 

ればなりません。また、記載事項に変更があった場合は、遅滞なく訂正しなければなりません。 

  賃金台帳についても、事業場ごとに調製し、賃金の支払いの都度、遅滞なく、労働者ごとに

記入しなければなりません。 

  なお、労働者名簿、賃金台帳その他労働関係に関する重要な書類は、３年間の保存義務があ

ります。いずれの書類も、必要事項が記載されていればどんな様式でも構わないことになって

います。 

 

☆★よくある指摘事項★☆ ～実地指導より～ 

・労働者名簿が作成されていなかった。 

・退職者に関し、退職後３年間経過していないにもかかわらず、名簿が保存されていなかった。 

・必要記載事項が記入されていなかった。（履歴や退職の事由など） 

・賃金台帳が作成されていなかった。 

・必要記載事項が記載されていなかった。（賃金計算期間や労働日数や各労働時間数など） 

 

～～労働基準監督署より『ワンポイント・アドバイス』～～ 

 労働者名簿の記載事項から「本籍」が削除されて、２０年以上が経過していますが、いわゆる「老舗」の事業

場を調査した際に、いまだ「本籍」が記載されている労働者名簿や住民票が人事関係書類のファイルに編綴

されていることを見かけます。 

 一度、人事関係書類の点検を行い、不適切な書類を発見した場合は、再調製や労働者への返却等、人事

関係書類の適正化を図ってみてはいかがでしょうか。 
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